
 

＜カスタマーハラスメントの判断までの流れ＞ 

 

 カスタマーハラスメントの判断は、３段階のステップにより行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同様の主張や要求を長時間執拗に繰り返す、
攻撃的、恫喝的な言動を行う等

カスタマーハラスメントに該当する可能性がある状況に発展

申出・要求内容を丁寧かつ真摯な対応で聞き取り

県として対応すべき内容
（苦情やクレームを含む）

自所属のこと 他所属のこと

申出・要求内容に妥当性がないもの

・事実や根拠がないもの
・県に過失が認められないもの
・他機関が取り扱うべきもの 等

対応継続 部署を案内

カスタマーハラスメントの一次判断

カスタマーハラスメントの該当性の判断

カスタマーハラスメントに非該当

Ａ 反復・時間的拘束型 Ｂ 暴言・威嚇・脅迫型 Ｃ 権威型
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対応終了の必要性の有無を判断

カスタマーハラスメントに該当

所属長に報告 （必要に応じて退去命令等 ）

適切な対応を指示
(組織的対応の強化)

各部主管課に報告
（主管課から内部統制室）

法律相談の活用
（窓口は内部統制室）
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業務に
支障!!

対応終了を指示

※相手方から録音・撮影されるなど「Ｄ ＳＮＳ・ネット等での誹謗中傷型」
に発展する可能性も注視する

対応継続

カスタマーハラスメントに該当する可能性があると判断

精神的
苦痛!!

態様別対応要領に基づき対応

担当者の対応に同席、対応を交代するなど組織的に対応


